
関東近県の年末年始は、久方ぶりに暖かで穏やかなお天気となりました。

皆様におかれましてはご多幸な新年をお迎えのこととお慶び申し上げます。

大戦から７０年、節目の年に「安保法制」が躍り出て、この３月には施行される予定です。

「駆けつけ警護｣なんて物騒なもんは止めて｢駆けつけ一杯｣で仲良く行こうよと願う事務局より

｢会員ニュース57・58号｣をお届けいたします。

（2015年12月箱根大観山より、暗雲をかき分けすっくとそびえる富士山）

1． 12月18日、経産省HPに｢太陽光発電設備に対する報告徴収を実施します｣

が掲載されました。

資源エネルギー庁では、再生可能エネルギー電気特別措置法に基づき平成24年度及び平成25

年度に認定を受けた運転開始前の設備のうち、一つの場所において複数の太陽光発電設備が

設置されている場合であって、主に合計発電量出力が400kＷ以上であるものに対し、同法に

基づく報告徴収を実施することといたしましたので、お知らせいたします。

報告徴収の結果、｢場所｣及び｢設備の仕様｣の決定が確認できない場合は、聴聞を経て、認定

を取り消すことといたします。

とのことです。

なお詳細は、資料「太陽光発電設備報告徴収実施」をご参照ください。
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昨年は皆様のおかげによりまして一年を積み上げることができました。



（2016年1月豊島区椎名町、線路脇にて新春を寿ぐ水仙の花）

２. 12月28日、同じく｢小売電気事業者の事前登録を行いました(平成27年12月28日登録)｣

が掲載されました。

本日、経済産業省は、小売電気事業を営もうとする者について、電気事業法等の一部を改正

する法律(平成26年法律第72号)附則第6条第2項の規定に基づき、事前登録を行いました。

とのことです。

なお、8月3日からの累計は申請中の事業者213件、登録済の事業者119件となりました。

詳細は資料「小売電気事業者事前登録（平成27年12月28日)」をご参照ください。

３. 協会事務所が移転して１年になりました。

これを機に、1月13日(水）１５：００より、事務所にて「超ささやかな新年会」

を開きます。

なお、普段着＆手ぶらを参加の条件といたしますが、参加者数(事務所に入りきれない？)

によっては｢場所を変えましょう(カラオケボックス？)！｣なんてことになるかもしれません。

本年もどうぞよろしくお引き立てのほどお願い申し上げます


